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次回調整会議の議題・報告事項（予定）
１ 議題（予定）
〇 2025年に向けた医療機関毎の具体的対応方針について

2025年に各医療機関が担う役割や医療機能別病床数（具体的対応方針）を当会議に
報告のうえ協議している。前回会議で示した具体的対応方針から変更（新規開設、廃止
を含む）があった医療機関について、御意見を伺います。

〇 非稼働病棟について
非稼働病棟の状況と今後の見通し等を御確認いただき、地域医療を確保する観点から、今後の見通し

等は妥当であるか等について、御意見を伺います。
〇 公立病院経営強化プランについて【該当圏域のみ】

公立病院は、令和５年度末までに病院ごとに「公立病院経営強化プラン」を具体的対応方針
として策定した上で、調整会議において協議することが、国から求められています。
そのため、プランの提出のあった各公立病院から、当該病院が果たすべき役割・機能等に

ついて御説明いただき、御意見を伺います。

〇 紹介受診重点医療機関の選定について（R5年度外来機能報告）
令和5年度外来機能報告結果を報告するとともに、紹介受診重点医療機関の取りまとめ

について、御意見を伺います。

２ 報告事項（予定）
〇 病床配分の結果について【東葛南部・東葛北部】
〇 地域医療構想調整会議活性化事業について
〇 今後の主な協議事項について



調整会議で協議すべき議題等について

次回会議の議事・報告事項（予定）については、前頁の
とおりであるが、その他に地域で具体的に協議すべき議題等
の御提案があれば、その背景や課題等と併せて御意見を
いただきたい。
①協議すべき議題等（具体的に）
②背景・課題等

御提案があった議題等については、担当部署と調整のうえ、次回調整
会議の議題等とすることを検討する。
※複数の議題等の提案があった場合には、調整会議の御意見を踏まえ、原則として、
より優先度が高いものを議題等として取り扱うこととしたい。


